
令和６年８月８日現在
市有地物件説明書【物件番号１】
１．物件に関する事項

売主の表示

使用目的の
要件

用途の指定

市有地の表示

仮 換 地
⻄三河都市計画事業安城南明治第⼀⼟地区画整理事業
第２７街区第６号画地 ８１６．０８㎡（２４６．８６坪）
＊坪面積は、㎡面積に0.3025を乗じた値の小数第３位以下を切り捨てて算出

最低売却価格（予定価格）
金１５０，１５８，７２０円
（およその価格：１８４，０００円／㎡・６０８，２６４円／坪）

従 前 地
安城市末広町１番１７９   宅地  ５２．２６㎡
安城市末広町１番２２７   宅地  ５８．０８㎡
安城市末広町１番２３９   宅地  ４６．２８㎡
安城市末広町１番３４４   宅地 ２４１．７１㎡
安城市末広町１番３８０   宅地  ７２．７２㎡
安城市末広町１番４４２   宅地  ６２．４０㎡
安城市末広町１番５１５   宅地 ３００．８４㎡
安城市末広町１０番６    宅地  ３８．０５㎡
安城市末広町１０番２９   宅地 １１５．４３㎡
安城市末広町１３番１０   宅地  １８．３０㎡
安城市末広町１９番６    宅地  ３９．３４㎡
安城市末広町１３５番    宅地  ３９．９８㎡
安城市花ノ木町４３番８５  宅地  １１．１３㎡
安城市花ノ木町８２番８９  宅地   ９．４８㎡
安城市花ノ木町８２番３０６ 宅地  １０．０８㎡
             合計地積１１１６．０８㎡

安城市⻑ 三星 元⼈
（連絡先）安城市役所都市整備部区画整理課換地係 0566-71-3751

利用するとき（建築行為等）は、建築基準法、⼟地区画整理法及び都市計画法等関
連法規に従い利用してください。
有（実施協定書において実施を合意した買受⼈の企画提案書及び事業計画書の内容
に従った用途として使用するものとする。）

都市計画法
建築基準法等

用途地域 商業地域（⼟地区画整理事業施行地区）
建ぺい率・容積率 ８０％・４００％
地区計画による制限 なし
防火地域 準防火地域

その他の制限
まちづくり憲章 景観ルール該当なし
埋蔵文化財調査の要否 不要



施設 整備状況

上水道
前面道路
本管整備済

下水道
前面道路
本管整備済

都市ガス
前面道路
本管整備済

市有地引渡し
後の費用負担

水害ハザード
マップにおけ
る対象物件の
所在地

その他

供給施設
および
排水施設
整備状況

※詳細につい
ては各事業者
へお問い合わ
せください。

問合せ先
安城市役所上下水道部水道工務課給水係
0566-71-2250
安城市役所上下水道部下水道課排水設備係
0566-71-2258
東邦ガス株式会社 ガス管埋設状況問合せ窓口
https://www8.tohogas.co.jp/gas-
inq/login/index?_gl=1*1sz9p5e*_gcl_au*MTY1MjEzOTkxN
S4xNzE1MTI4ODIx
（令和6年度5月13日現在）

接面道路

接道方向 南東、北⻄

道路の種類
南東側：都市計画道路３・４・１２安城⼀色線

北⻄側：区画道路
道路幅員 １８ｍ、８ｍ
建築基準法上の道路 法第４２条第１項第１号

本市公式ウェブサイトに掲載しているハザードマップで市有地の位置を確認してく
ださい。
掲載場所：ホーム＞暮らす＞防災・防犯・交通安全＞防災＞風水害対策
なお、水害ハザードマップに記載されている内容については、今後変更される場合
もあります。
仮換地証明書及び仮換地底地証明書は、区画整理課窓口にて発行します。（各１部
２００円）

注）物件説明書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、現地確認及び諸
規制等については、あらかじめ調査確認を行ってから申込みをしてください。

上下水道、電気、ガス等の各⼾への引込みに必要となる費用等、市有地の引渡し後
に必要となる⼀切の費用は、買受⼈の負担となります。（水道布設費分担金、工事
負担金、下水道受益者負担金等）
下水道受益者負担金については下水道課経営係、公共ますの撤去、増設等排水設備
に関する事項につきましては、下水道課排水設備係へお問い合わせください。

水害ハザード
マップ作成の
有無

洪水 雨水出水（内水） 高潮

有 有 有



【位置図】

安城市役所
アンフォーレ

JR安城駅

拡大図

注）この図面は区画整理事業の概要図

であり、未整備の道路が一部あります。

【位置図】

末広公園
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